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   消防・防災の取扱いについて（協定項目19） 

 

 

 消防・防災の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成22年６月３日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

 

１ 非常備消防（消防団） 

  藤沢町消防団は、合併時に一関市消防団に統合し、藤沢町の消防団員につ

いては、合併時に一関市の消防団員として引き継ぐ。 

２ 防災 

   地域防災計画（水防計画を含む）及び国民保護計画は、合併後、速やか

に統合し、一関市の計画を修正する。 

   災害時における体制は、本庁に災害対策本部、支所に支部を設けて対応

する。 
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